
関東信越税理士会
熊谷支部６月例会次第

                       日時   令和７年６月１８日(水)

                               午後１時２０分～

                                場所 キングアンバサダーホテル熊谷    

１．会務報告

(１)５月 ９日(金)  関係機関との協議会・例会           於 熊谷市立文化会館

(２)５月 ９日(金)  研修会                    於 熊谷市立文化会館

(３)５月 ９日(金) 支部監事監査会                於 支部事務局

(４)５月 ９日(金)  支部予算編成会議              於 支部事務局

(５)５月 ９日(金) 顧問相談役会                 於 酒蔵「はっかい」

(６)５月１５日(木)  第１回支部理事会               於 日本政策金融公庫

(７)５月１９日(月)  熊谷税務署管内 納税貯蓄組合連合会 定期総会 於 熊谷市立商工会館

(８)５月２２日(木)  熊谷法人会 定時総会            於 熊谷スポーツホテル PARK WING

(９)５月２７日(火)  大里地区租税教育推進部 定期総会        於 熊谷地方庁舎

(10)６月 ３日(火)  熊谷税務署管内青色申告会連合会 通常総会    於 ふかや市商工会

(11)６月 ６日(金)  正副支部長・地域長会議            於 支部事務局

(12)６月 ６日(金)  熊谷税務署との協議会                於 熊谷税務署

(13)６月１０日(火)  熊谷青色申告会 定期総会           於 キングアンバサダーホテル熊谷

(14)６月１１日(水)  熊谷法人会青年部 事業報告会             於 埼玉グランドホテル深谷

２．会務予定及び連絡事項

(１)執行部・総務部・福祉共済部会

  日時 ６月１８日(水)午後０時００分～１時００分

  場所 キングアンバサダーホテル熊谷

(２)例会・総会提出議案説明

  日時 ６月１８日(水)午後１時２０分～２時５０分

  場所 キングアンバサダーホテル熊谷

(３)関係機関との協議会

  日時 ６月１８日(水)午後２時５０分～３時２０分

  場所 支部事務局

(４)第４５回支部定期総会

  日時 ６月１８日(水)午後３時３０分～５時００分

  場所 キングアンバサダーホテル熊谷

(５)関東信越税理士会第７４回定期総会

  日時 ６月２０日(金)午後１時３０分～

場所 パレスホテル大宮

(６)熊谷間税会 定期総会

     日時 ６月２３日(月)午後３時３０分～

  場所 ホテルパークウィング

(７)大里地域税政協議会 定期総会

     日時 ６月２３日(月)午後４時２０分～

  場所 ホテルパークウィング

(８)関東信越税理士会埼玉県支部連合会第７４回定期総会

  日時 ７月１７日(木)午後２時００分～

  場所 パレスホテル大宮

(９)正副地域長会議

  日時 ８月１日(金)午後２時３０分～３時３０分

  場所 支部事務局

(10)熊谷税務署との協議会

  日時 ８月１日(金)午後３時４５分～

  場所 熊谷税務署

３．その他の協議報告事項



４．熊谷支部各部会連絡事項・関連組織連絡事項

支部推薦

熊谷市水道事業運営審議会委員   安原宣彦会員

熊谷市下水道事業運営審議会委員  橋本 博会員

５．支部会員入会・転入・転出・異動等

《新規》

    柴﨑 誠 (令和７年５月２２日登録) 税務支援対策部・青年部

    〒360-0815 熊谷市本石１－６３

ＭＭＧ税理士法人

         TEL０４８－５２２－１８５７

熊谷支部 会員数１５９名

６．次回例会予定  

日時   ８月７日(木) 午後４時００分～４時３０分  例会

           午後４時３０分～５時００分  関係機関との協議会

           午後５時００分～７時００分  納涼会

  場所  キングアンバサダーホテル熊谷

７．次回研修会予定   

  日時  ８月７日(木)午後２時００分～３時５０分

  場所  キングアンバサダーホテル熊谷

  内容 「令和７年度税制改正」

    講師  本庄支部 松本純一先生

    単位  ２単位

８．ホームページ

熊谷支部 パスワード：kuma2012     http://www.kumazei.or.jp                             

県連    新 ID・ 新パスワード共に  saizei0615    

日税連  ユーザー名・パスワード共に： taxnz

本会   ユーザー名・パスワード共に： kzei0223

      

税理士協同組合  ユーザー名：zei パスワード：szeikyo3111

＊ 会員専用ページで上記のパスワードを入力し、ログインして下さい。

９．その他

＊１月例会資料でご案内した「にちぜいくんピンバッジ」を６月例会で配布いたします。

欠席の会員は、支部事務局まで取りに来ていただくようお願いいたします。

＊今後の例会日日程を掲載しました。(令和７年６月現在) 予定ですので変更になる場合もあります

９月例会    ９月１０日(水)  熊谷市立文化会館 午前 ９時３０分～

１０月例会      １０月１０日(金)  熊谷市立文化会館 午前 ９時３０分～

１１月例会   １１月１２日(水) 熊谷市立文化会館 午前１０時３０分～

１２月例会   １２月１１日(木) キングアンバサダー 午後 ２時００分～

１月例会    １月１４日(水) 熊谷市立文化会館 午前 ９時３０分～

２月例会    ２月 ６日(金) キングアンバサダー     未定

３月例会    ３月２３日(月) キングアンバサダー 午後 ２時００分～



令和７年６月１８日

会 員 各 位

関東信越税理士会熊谷支部

支部長  森 田 正 男

副支部長 橋 本 博

                          地域長 森 戸 裕

研修部長 林 正 浩

                        

税理士会３６時間規定研修

令和７年度例会時熊谷支部研修会のご案内

拝啓 梅雨の候、会員の先生方におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

さて、下記の要領にて支部研修会を開催いたします。何かとお忙しいこととは存じま

すが、多くの会員の皆様にご出席頂けますよう宜しくお願い申し上げます。             

敬具

記

日時  令和７年８月７日（木）午後２時００分～３時５０分

場所  キングアンバサダーホテル熊谷       

内容 「令和７年度 税制改正」

講師  本庄支部 松本純一先生

対象  税理士会会員

     

単位  ２単位

     ※研修資料は８月初旬に支部ホームページに掲載いたしますので、

各自ダウンロードしてお持ちください



                                                               令和７年６月１８日

熊谷支部会員・準会員各位

                            関東信越税理士会熊谷支部

                            支 部 長   森田 正男

副支部長  長谷部好一

総務部長   吉留 良平

会員名簿（顔写真入り）の作成のため個人情報提出のお願い

総務部の事業として顔写真入り手帳型会員名簿を作成いたします。顔写真入り名簿は、支部会

務運営上不可欠であり、さらに会員間のコミュニケーションを図るためにも重要となっています。

つきましては、別紙回答書に必要事項を記入し写真を貼付のうえ、個人情報のご提出をお願いい

たします。（※原則メールによる提出にご協力ください。）

提出先 ：熊谷支部事務局

【メールの場合】

ファイル名を会員氏名としたうえで、下記メールアドレスに送信してください。

tains-k@sakitama.or.jp

【郵送または持参の場合】

〒360-0041 熊谷市宮町２－１４４ コーポビアネーズ２０３号

回答書 ：別紙書面のエクセル版を支部ホームページ会員専用ページに掲載しますので、ダウ

ンロードし必要事項を記入のうえメールに添付してご提出ください。

提出期限：令和７年８月８日（金）

  写 真 ：上半身、正面を向いたもの。白黒・カラーを問いません。

大きいサイズの写真は貼付せずにクリップ止めしてください。

デジタルカメラ・スマートフォン等で撮影したデータでも結構です。

その他 ：税理士法人に所属する会員は、その所属事務所を明記してください。

      所属税理士は従事する事務所を明記してください。

●個人情報保護方針および個人情報の利用目的のお知らせ

個人情報を適切に保護することが重要であることを認識し、名簿の作成および配布について

は個人情報を適正に取り扱い、下記のように定めます。

  ①収集する個人情報は、税理士会の活動を円滑に進めるために必要なものに限る。

  ②収集した個人情報は、会員名簿作成のために使用する。

  ③作成した名簿(顔写真入り )には１冊ごとに番号を付し、熊谷支部会員、準会員に配布する。

また、税理士会会員の広報手段として特定の官公庁に配布する。

  ④配布した名簿(顔写真入り )は、各会員の責任において個人情報保護のため適正に取り扱う。

  ⑤この他収集した個人情報は熊谷支部所属会員名簿一覧として作成し、広報手段として配布

します。

  ⑥その他、個人情報の保護については本会、県連に準じて適切な取扱いに努力致します。



ふりがな【必須】

氏名【必須】

税理士登録番号【必須】

登録区分【必須】

事務所所在地【必須】

税理士法人名
（法人所属の場合必須）

従事する事務所名
（所属税理士の場合必須）

事務所電話【必須】

事務所ＦＡＸ【必須】

自宅電話

自宅ＦＡＸ

昭和

平成

携帯電話

メールアドレス【必須】

　写真の裏面に記名のうえ貼付してください。

　・縦４センチ以上、横３センチ以上

　・最近六ヶ月以内に撮影したものに限ります

　・デジタルカメラ・スマートフォン等で撮影した

　　データを貼付または添付していただいても構いません

　提出先　熊谷支部事務局 〒360-0041　熊谷市宮町2-144　コーポビアネーズ203号

（メール提出の場合） tains-k@sakitama.or.jp

会員名簿作成のための個人情報回答書

開業 所属 法人

〒

写真貼付欄

　年　　　月　　　日生年月日【必須】



 
関信越税業発７第 80号 

令和７年５月 20日 

県連会長 

支 部 長 

 

関東信越税理士会    

  会  長 大 山 博 之 

研修部長 島 田 訓 明 

 

令和６年度分 研修受講義務の免除申請について 

 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本会の会務運営に対しまして、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本会研修規則第６条にあるとおり、研修の受講義務につきましては一定の条件により

申請し、審査の後認定されることで、その義務の免除を受けることが可能です。 

つきましては、令和６年度分研修受講義務の免除に関しましては、令和７年６月 30日が申請

期限である旨、支部例会等で周知いただきますようお願い申し上げます。 

なお、免除認定に伴い、計算上の母数が減少しますので令和６年度の研修受講義務時間達成

率の数値にも影響があることを申し添えます。 

 

 

【参考規定】本会研修規則 

（受講義務の免除）  

第６条 税理士会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、本会に対し、一事業年度ごと

に受講義務の免除の申請をすることができる。 

（1） 負傷又は疾病により療養していること。 

（2） 震災、風水害、火災その他これらに類する災害によること。 

（3） 税理士法第 43条後段に規定する報酬のある公職に就いていること。 

（4） 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。 

（5） 出産、育児、介護その他これらに類する事由によること。 

 

 

【申請書】 本会ホームページ会員専用サイト 

〇受講時間義務の免除を申請する場合 

https://www.kzei.or.jp/news/zeirishi/2021/09/14-152954.html 

 

 

 

 

 

〔写し送付先〕本会研修部構成員、県連事務局、支部事務局 

各位 

※会員専用サイト 

ユーザー名 kzei0223 

パスワード kzei0223  

 

https://www.kzei.or.jp/news/zeirishi/2021/09/14-152954.html






※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

有限会社 熊谷税務指導センター

埼玉県熊谷市宮町２丁目１４４番地



有限会社　熊谷税務指導センター　　　　　

令和 7年 3月31日 現在 単位：円

【 】 【 8,852,451 】 【 】 【 13,311,100 】

8,852,451 111,100

【 】 【 5,424,589 】 13,200,000

（ ） （ 3,182,471 ） 13,311,100

1,423,470

1

1,759,000

（ ） （ 2,242,118 ） 【 】 【 965,940 】

2,242,118 3,000,000

（ ） （ -2,034,060 ）

-2,034,060

-2,034,060

965,940

14,277,040 14,277,040

有 形 固 定 資 産 負 債 合 計

資　　 産 　　の 　　部 負 　　債 　　の 　　部

科　　　　 目 金　　　　額 科　　　　 目 金　　　　額

固 定 資 産 預 り 金

貸借対照表

流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 未 払 法 人 税 等

純　 資　 産　 の　 部

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

建 物

工 具 器 具 備 品

土 地

投 資 そ の 他 の 資 産 株 主 資 本

繰 越 利 益 剰 余 金

純 資 産 合 計

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

積 立 金 資 本 金



有限会社　熊谷税務指導センター　　　　　

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日 単位：円

【 】

420,000

420,000

【 】 225,694

194,306

【 】

2,229

196,535

196,535

111,100

85,435

科　　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

損益計算書

売 上 高

売 上 高

売 上 総 利 益 金 額

法人税、住民税及び事業税

当 期 純 利 益 金 額

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益 金 額

営 業 外 収 益

受 取 利 息

経 常 利 益 金 額

税 引 前 当 期 純 利 益 金 額



有限会社　熊谷税務指導センター　　　　　

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日 単位：円

67,074

44,700

5,000

97,020

11,900

225,694

雑 費

合 計

科　　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

販売費及び一般管理費

減 価 償 却 費

租 税 公 課

諸 会 費

管 理 費



有限会社　熊谷税務指導センター　　　　　

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日 単位：円

株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 3,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 当期首残高 -2,119,495

当期変動額 当期純利益 85,435

当期末残高 -2,034,060

利益剰余金合計 当期首残高 -2,119,495

当期変動額 85,435

当期末残高 -2,034,060

株主資本合計 当期首残高 880,505

当期変動額 85,435

当期末残高 965,940

純資産合計 当期首残高 880,505

当期変動額 85,435

当期末残高 965,940

株主資本等変動計算書



有限会社　熊谷税務指導センター　　　　　

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）　　　　　              300株

当期増加株式数（発行済普通株式）　　　　

当期減少株式数（発行済普通株式）　　　　

当期末株式数（発行済普通株式）　　　　　              300株

前期末株式数（発行済優先株式）　　　　　

当期増加株式数（発行済優先株式）　　　　

当期減少株式数（発行済優先株式）　　　　

当期末株式数（発行済優先株式）　　　　　

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。　

個別注記表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

①有形固定資産　定率法を採用しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②無形固定資産　定額法を採用しています。　
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